
下北地域広域行政事務組合監査基準

令和３年３月２９日公表

下北地域広域行政事務組合監査委員訓令甲第１号

下北地域広域行政事務組合監査基準については、むつ市監査基準（令和３年む

つ市監査委員訓令甲第１号）の例による。

附 則

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。


